
検討の方向性と今後の予定 

 

１ 検討の方向性 

 

〇 理解促進・普及啓発が必要ではないか 

（対象：ケアラー本人・家族・地域住民・相談支援機関・学校・行政機関・その他関係機関） 

 

〇 人材育成・支援体制の構築が必要ではないか 

（対象：相談支援機関・学校・行政機関・その他関係機関） 

 

〇 関係機関相互の情報共有が必要ではないか 

  （対象：相談支援機関・学校・行政機関・その他関係機関） 

 

 

２ 検討予定 

 

  今後、ケアラー支援に関する各種支援策を検討し、着手できる取組は行いながら、今年

度、来年度において、具体的な支援策について検討を行う。 

 

  ※ヤングケアラーについては、国において来年度から３年間を「集中取組期間」としており、

今後の国の動向も踏まえながら、次年度以降の各種施策等の検討を行う。 

 

 

                  

 

資料３ 

各種ケアラー支援施策等への反映 


